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令和８年度地方債計画について①

令和８年度地方債計画については、物価高が継続する中、地方公共団体の官公需における適切な価格転嫁の取組の推進が求められて

いることを踏まえ、道路や施設の改修等に係る投資的経費（単独）の確保への対応をするとともに、地方公共団体が緊急に実施する防災・

減災対策、公共施設等の適正管理、地域の脱炭素化、こども・子育て支援、自治体ＤＸ・地域社会ＤＸの推進、地域の実情に応じた高校教

育改革、地域の活性化への取組等を着実に推進できるよう、所要の地方債資金の確保を図ることとする。併せて、東日本大震災に関連す

る事業を円滑に推進できるよう、所要額についてその全額を公的資金で確保を図ることとして、通常収支分、東日本大震災分のそれぞれ

について策定している。

（１） 概況
総額は９兆４，７３８億円となり、前年度に比べて３，８３５億円、４．２％の増となっている。
このうち、普通会計分は６兆１，４４８億円で、前年度に比べて１，８２８億円、３．１％の増、公営企業会計等分は３兆３，２９０億円で、前年度に

比べて２，００７億円、６．４％の増となっている。

（２） 高等学校教育改革等推進事業（仮称）の創設
地方公共団体が、高校教育改革に関する基本方針（グランドデザイン（仮称））を踏まえ、公立高校等における今後の社会・経済の発展を支え

る人材育成に向けた取組を進められるよう、高等学校教育改革等推進事業（仮称）を創設することとし、９００億円を計上している。

（３） 農業構造転換集中対策事業債（仮称）の創設
地方公共団体が、農業構造転換集中対策として国の「別枠予算」により実施する農業農村整備（農地の大区画化等）や共同利用施設の再編

集約・合理化に取り組んでいけるよう、農業構造転換集中対策事業債（仮称）を創設することとし、一般補助施設整備等事業において１５３億円を
計上している。

（４） 公営企業経営改善特例債（仮称）の創設
地方公共団体が、広域化等をはじめとする公営企業の経営改善の取組を円滑に行うことができるよう、これらの取組に伴い公営企業に係る

特別会計の廃止等を行う場合に必要となる一般会計の負担を平準化するため、公営企業経営改善特例債（仮称）を創設（地方財政法を改正）
することとし、一般事業において５０億円を計上している。

（５） 緊急防災・減災事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き喫緊の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、緊急防災・減災事業を令和１２年度

まで延長するとともに、対象事業を拡充（指定避難所における厨房設備、入浴設備及び洗濯設備の整備等）することとし、５，０００億円を計上して
いる。

（６） 緊急自然災害防止対策事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き緊急に自然災害を防止するための社会基盤の整備に取り組んでいけるよう、緊急自然災害防

止対策事業を令和１２年度まで延長するとともに、対象事業を拡充（災害の発生予防、拡大防止のために実施する橋梁の除却）することとし、
４，０００億円を計上している。

１ 通常収支分
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令和８年度地方債計画について②

（７） 緊急浚渫推進事業の推進
地方公共団体が、緊急に河川等の浚渫を実施できるよう、１，１００億円を計上している。

（８） 公共施設等の適正管理の推進
地方公共団体が、公共施設等の適正管理に積極的に取り組んでいけるよう、公共施設等適正管理推進事業において、対象を拡充（集約化・

複合化等に伴う公営住宅等の除却）することとし、４，５００億円を計上している。

（９） 脱炭素化推進事業の推進
令和８年度以降も、地方公共団体が、引き続き地域脱炭素の取組を積極的に実施できるよう、脱炭素化推進事業を令和１２年度まで延長す

るとともに、対象事業を拡充（空調等の各設備を個別に省エネルギー基準に適合させる改修等）することとし、９００億円を計上している。

（10） こども・子育て支援事業の推進
地方公共団体が、地域の実情に応じてこども・子育て支援機能強化のための施設整備・改修、施設の環境改善を速やかに実施できるよう、

４５０億円計上している。

（11） デジタル活用推進事業の推進
地方公共団体が、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に向けて情報システムや情報通信機器等の整備に取り組

んでいけるよう、デジタル活用推進事業において、対象事業を拡充（サイバーセキュリティ対策の強化に必要なシステムの整備）することとし、
１，３５０億円（前年度に比べて４５０億円、５０.０％増）を計上している。

（12） 過疎対策事業の推進
資材価格等の高騰による建設事業費の上昇を踏まえつつ、過疎地域の持続的発展に関する施策に取り組んでいけるよう、６，１００億円（前

年度に比べて２００億円、３．４％の増）を計上している。

（13） 地方公営企業による生活関連社会資本の整備の推進
上下水道の老朽化対策をはじめとする、住民生活に密接に関連した社会資本の整備を着実に推進できるよう、所要額を計上している。

（14） 地方債資金の確保
公的資金については、前年度と同程度の割合（全体の４２．５％）を確保している。また、民間等資金については、その円滑な調達を図るた

め、共同発行市場公募債としてグリーンボンドを発行するなど、市場公募地方債の発行を引き続き推進することとしている。

（15） 財政融資資金の償還期限の延長
過疎対策事業のうち、保育所、児童館、認定こども園、高齢者保健福祉施設、障害者（児）福祉施設、市町村保健センター及びこども家庭

センターの整備について、償還期限（現行は１２年以内（据置期間３年以内））を以下のとおり延長することとしている。

① 利率見直し方式について、２５年以内（うち据置期間３年以内）。

② 固定金利方式について、公共施設マネジメント特別分に限り、２５年以内（うち据置期間３年以内）。 2



令和８年度地方債計画について③

２ 東日本大震災分

（１） 概況

復旧・復興事業として総額１６億円を計上している。

（２） 地方債資金の確保
東日本大震災分については、その所要額について全額を公的資金で確保することとしている。

【参考１】 通常分・特別分の状況（通常収支分と東日本大震災分の合計）
（単位：億円、％）  

（注）１ 公営企業会計等分はすべて通常分である。
２ 財源対策債については、公共事業等債等の内数である。

区 分
令和８年度 令和７年度 増減額 増減率

(A) (B) (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

普通会計分 ６１，４５８ ５９，６３１ １，８２７ ３．１

通  常  分 ５３，７５８ ５１，１３１ ２，６２７ ５．１

特 別 分 ７，７００ ８，５００ △ ８００ △９．４

臨 時 財 政 対 策 債 ０ ０ ０ ０．０

財 源 対 策 債 ７，６００ ７，６００ ０ ０．０

退 職 手 当 債 － ８００ △８００ △１００．０

調 整 １００ １００ ０ ０．０

公営企業会計等分 ３３，２９６ ３１，２８７ ２，２０９ ６．４

総 計 ９４，７５４ ９０，９１８ ３，８３６ △４．２

通 常 分 ８７，０５４ ８２，４１８ ４，６３６ ５．６

特 別 分 ７，７００ ８，５００ △ ８００ △９．４
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令和８年度地方債計画について③

【参考２】 地方債資金の構成内訳（通常収支分と東日本大震災分の合計）

区  分
令和８年度計画 令和７年度計画 差引 増減率

(A) 構成比 (B) 構成比 (A)-(B) (C) (C)/(B)×100

公 的 資 金 ４０，３０８ ４２．５ ３８，７７６ ４２．６ １，５３２ ４．０

財 政 融 資 資 金 ２３，５５８ ２４．９ ２２，６９９ ２５．０ ８５９ ３．８

地方公共団体金融機構資金 １６，７５０ １７．７ １６，０７７ １７．７ ６７３ ４．２

（国の 予算 等貸 付金 ） （ １４０） － （ １７７） － （ △３７） （△２０．９）

民 間 等 資 金 ５４，４４６ ５７．５ ５２，１４２ ５７．４ ２，３０４ ４．４

市 場 公 募 ３４，０００ ３５．９ ３２，６００ ３５．９ １，４００ ４．３

銀 行 等 引 受 ２０，４４６ ２１．６ １９，５４２ ２１．５ ９０４ ４．６

合  計 ９４，７５４ １００．０ ９０，９１８ １００．０ ３．８３６ ４．２

（単位：億円、％）  

（注）１ 市場公募地方債については、借換債を含め６兆３，６００億円（前年度比△５００億円、０．８％減）を予定している。
２ 国の予算等貸付金の（ ）書は、災害援護資金貸付金などの国の予算等に基づく貸付金を財源とするものであって合計には含めていない。
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目

令
和

８
年

度
令

和
７

年
度

差
引

増
減

率

計
画

額
(
A
)

計
画

額
(
B
)

(
A
)
-
(
B
)

(
C
)

(
C
)
/
(
B
)
×

1
0
0

臨
時

財
政

対
策

債

退
職

手
当

債

 
五

国
の

予
算

等
貸

付
金

債

総
計

内
普

通
会

計
分

　
　

公
営

企
業

経
営

改
善

特
例

債
に

つ
い

て
は

、
一

般
事

業
の

内
数

で
あ

る
。

　
　

国
の

予
算

等
貸

付
金

債
の

（
　

）
書

は
、

災
害

援
護

資
金

貸
付

金
な

ど
の

国
の

予
算

等
に

基
づ

く
貸

付
金

を
財

源
と

す
　

る
も

の
で

あ
っ

て
外

書
で

あ
る

。

銀
行

等
引

受

そ
の

他
同

意
等

の
見

込
ま

れ
る

項
目

　
第

１
次

国
土

強
靱

化
実

施
中

期
計

画
に

基
づ

き
推

進
が

特
に

必
要

と
な

る
施

策
に

係
る

直
轄

事
業

及
び

補
助

事
業

の
地

方
負

担
額

に
対

し
て

発
行

す
る

防
災

・
減

災
・

国
土

強
靱

化
緊

急
対

策
事

業
債

　
地

方
税

等
の

減
収

が
生

じ
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
減

収
補

塡
債

　
財

政
再

生
団

体
が

発
行

す
る

再
生

振
替

特
例

債

訳
公

営
企

業
会

計
等

分

公
的

資
金

財
政

融
資

資
金

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

国
の

予
算

等
貸

付
金

民
間

等
資

金

市
場

公
募

　
国

の
補

正
予

算
又

は
予

備
費

に
伴

う
補

正
予

算
債

　
公

営
企

業
の

資
金

不
足

額
が

発
生

又
は

拡
大

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
令

和
６

年
能

登
半

島
地

震
減

収
対

策
企

業
債

　
資

金
区

分
の

変
更

等
を

行
う

場
合

に
お

い
て

発
行

す
る

借
換

債

　
農

業
構

造
転

換
集

中
対

策
事

業
債

に
つ

い
て

は
、

一
般

補
助

施
設

整
備

等
事

業
の

内
数

で
あ

る
。
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(
C
)
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(
B
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計
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計
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企
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財
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融
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資
金

地
方

公
共

団
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金
融

機
構

資
金

(
国

の
予

算
等

貸
付

金
)

（
備
　
考
）

　
　
国
の
予
算
等
貸
付
金
債
の
（
　
）
書
は
、
国
の
予
算
等
に
基
づ
く
貸
付
金
を
財
源
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
外
書
で
あ
る
。

　
　
そ
の
他
同
意
等
の
見
込
ま
れ
る
項
目

　
１
　
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
係
る
国
庫
支
出
金
を
受
け
て
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
発
行
す
る
一
般
補
助
施
設

　
　
整
備
等
事
業
債

　
２
　
上
記
以
外
の
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
予
算
に
係
る
国
庫
支
出
金
を
受
け
て
事
業
を
実
施
す
る
場
合
に
発
行
す
る

　
　
公
営
企
業
債

　
３
　
上
記
以
外
の
公
営
企
業
の
事
業
区
分
に
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い
て
発
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す
る
震
災
減
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策
企
業
債

国
の

予
算

等
貸

付
金

債
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建
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農

業
構

造
転

換
集

中
対

策
事

業
債

に
つ

い
て

は
、

一
般

補
助

施
設

整
備

等
事

業
の

内
数

で
あ

る
。

計
画

額
(
B
)

計
画

額
(
A
)

　
公

営
企

業
の

事
業

区
分

に
お

い
て

発
行

す
る

震
災

減
収

対
策

企
業

債

　
資

金
区

分
の

変
更

等
を

行
う

場
合

に
お

い
て

発
行

す
る

借
換

債

総
計

令
和

８
年

度

(
A
)
-
(
B
)

(
C
)

令
和

７
年

度

五

財
政

融
資

資
金

差
引

　
第

１
次

国
土

強
靱

化
実

施
中

期
計

画
に

基
づ

き
推

進
が

特
に

必
要

と
な

る
施

策
に

係
る

直
轄

事
業

及
び

補
助

事
業

の
地

方
負

担
額

に
対

し
て

発
行

す
る

防
災

・
減

災
・

国
土

強
靱

化
緊

急
対

策
事

業
債

(
C
)
/
(
B
)
×

1
0
0

増
減

率

　
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
会

計
予

算
に

係
る

国
庫

支
出

金
を

受
け

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
発

行
す

る
一

般
補

助
施

設
整

備
等

事
業

債

項
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
目

地
方

公
共

団
体

金
融

機
構

資
金

　
公

営
企

業
の

資
金

不
足

額
が

発
生

又
は

拡
大

す
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
令

和
６

年
能

登
半

島
地

震
減

収
対

策
企

業
債

　
国

の
補

正
予

算
又

は
予

備
費

に
伴

う
補

正
予

算
債

　
公

営
企

業
経

営
改

善
特

例
債

に
つ

い
て

は
、

一
般

事
業

の
内

数
で

あ
る

。

臨
時

財
政

対
策

債

　
地

方
税

等
の

減
収

が
生

じ
る

こ
と

と
な

る
場

合
に

お
い

て
発

行
す

る
減

収
補

塡
債

内

四
退

職
手

当
債

公
営

企
業

会
計

等
分

銀
行

等
引

受

そ
の

他
同

意
等

の
見

込
ま

れ
る

項
目

三公
的

資
金

民
間

等
資

金

　
財

政
再

生
団

体
が

発
行

す
る

再
生

振
替

特
例

債

市
場

公
募

　
東

日
本

大
震

災
復

興
特

別
会

計
予

算
に

係
る

国
庫

支
出

金
を

受
け

て
事

業
を

実
施

す
る

場
合

に
発

行
す

る
公

営
企

業
債 普

通
会

計
分

訳

国
の

予
算

等
貸

付
金

債

　
国

の
予

算
等

貸
付

金
債

の
（

　
）

書
は

、
災

害
援

護
資

金
貸

付
金

な
ど

の
国

の
予

算
等

に
基

づ
く

貸
付

金
を

財
源

と
す

る
も

の
で

あ
っ

て
外

書
で

あ
る

。

国
の

予
算

等
貸

付
金
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（
単
位
：
億
円
）

計
財
　
　
政

融
　
　
資

地
方
公
共

団
　
　
体

金
融
機
構

１
1
5
,
7
6
5

4
,
2
1
5

3
,
9
1
0

3
0
5

1
1
,
5
5
0

２
1
,
0
8
3

2
9
0

2
6
9

2
1

7
9
3

３
1
,
1
2
7

1
,
1
2
7

1
,
1
2
7

0
0

４
6
,
7
2
6

3
,
9
1
7

3
,
3
6
4

5
5
3

2
,
8
0
9

3
,
1
4
3

1
,
8
8
0

1
,
6
3
4

2
4
6

1
,
2
6
3

3
6
5

1
6
1

7
2

8
9

2
0
4

1
,
9
8
9

1
,
5
3
7

1
,
3
1
9

2
1
8

4
5
2

6
9
2

3
3
9

3
3
9

0
3
5
3

1
5
3

7
7

7
7

0
7
6

5
3
7

0
0

0
5
3
7

５
2
8
,
1
2
5

6
,
9
2
1

7
2
6

6
,
1
9
5

2
1
,
2
0
4

3
,
0
4
3

1
0
1

0
1
0
1

2
,
9
4
2

6
9
0

8
5

0
8
5

6
0
5

8
7
1

2
6
2

1
2
6

1
3
6

6
0
9

3
,
9
2
1

3
9
2

0
3
9
2

3
,
5
2
9

1
,
4
0
0

1
8
6

0
1
8
6

1
,
2
1
4

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

0
2
,
0
0
0

3
,
0
0
0

4
,
5
0
0

1
,
8
2
8

1
0
0

1
,
7
2
8

2
,
6
7
2

4
,
0
0
0

1
,
7
0
7

5
0
0

1
,
2
0
7

2
,
2
9
3

1
,
1
0
0

0
0

0
1
,
1
0
0

9
0
0

1
8
0

0
1
8
0

7
2
0

4
5
0

1
8
0

0
1
8
0

2
7
0

1
,
3
5
0

0
0

0
1
,
3
5
0

9
0
0

0
0

0
9
0
0

６
6
,
7
0
0

6
,
6
9
5

5
,
0
9
6

1
,
5
9
9

5

6
0
0

6
0
0

5
3
1

6
9

0

6
,
1
0
0

6
,
0
9
5

4
,
5
6
5

1
,
5
3
0

5

７
3
4
5

0
0

0
3
4
5

８
7
0
0

0
0

0
7
0
0

９
1
0
0

0
0

0
1
0
0

6
0
,
6
7
1

2
3
,
1
6
5

1
4
,
4
9
2

8
,
6
7
3

3
7
,
5
0
6

１
7
,
9
1
2

5
,
6
1
5

3
,
3
1
5

2
,
3
0
0

2
,
2
9
7

２
3
9
8

7
7

0
7
7

3
2
1

３
1
,
6
5
2

3
0
7

8
1

2
2
6

1
,
3
4
5

４
1
7
3

3
3

0
3
3

1
4
0

５
6
3
4

2
0
1

1
8
0

2
1

4
3
3

６
6
,
3
7
8

2
,
7
0
8

1
,
0
2
0

1
,
6
8
8

3
,
6
7
0

７
4
5
6

2
9

0
2
9

4
2
7

８
9
9
1

0
0

0
9
9
1

９
1
5
,
3
7
3

8
,
1
5
3

4
,
4
5
8

3
,
6
9
5

7
,
2
2
0

1
0

1
0
0

4
0

4
9
6

3
4
,
0
6
7

1
7
,
1
2
7

9
,
0
5
4

8
,
0
7
3

1
6
,
9
4
0

9
4
,
7
3
8

4
0
,
2
9
2

2
3
,
5
4
6

1
6
,
7
4
6

5
4
,
4
4
6

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

9
4
,
7
3
8

4
0
,
2
9
2

2
3
,
5
4
6

1
6
,
7
4
6

5
4
,
4
4
6

一
般

廃
棄

物
処

理

（
4
）

一
般

補
助

施
設

等

（
5
）

（
う
ち
農
業
構
造
転
換
集
中
対
策
分
）

施
設

（
一

般
財

源
化

分
）

令
和

８
年
度

地
方

債
計

画
資

金
区

分
（

 
通
 
常
 
収
 
支
 
分
 
）

項
目

合
　
　
計

公
的

資
金

民
間
等

 
資
金

※

（
1
2
）

デ
ジ

タ
ル

活
用

推
進

一
一

般
会

計
債

公
共

事
業

等

公
営

住
宅

建
設

事
業

災
害

復
旧

事
業

（
1
）

一
般

教
育

・
福

祉
施

設
等

整
備

事
業

（
1
）

学
校

教
育

施
設

等

（
2
）

社
会

福
祉

施
設

（
3
）一

般
単

独
事

業

（
2
）

地
域

活
性

化

（
3
）

防
災

対
策

水
道

事
業

（
4
）

地
方

道
路

等

辺
地

及
び

過
疎

対
策

事
業

（
5
）

旧
合

併
特

例

（
6
）

緊
急

防
災

・
減

災

（
7
）

公
共

施
設

等
適

正
管

理

（
8
）

緊
急

自
然

災
害

防
止

対
策

（
9
）

緊
急

浚
渫

推
進

（
1
3
）

高
等

学
校

教
育

改
革

等
推

進

三
臨

時
財

政
対

策
債

交
通

事
業

電
気

事
業

・
ガ

ス
事

業

港
湾

整
備

事
業

病
院

事
業

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

市
場

事
業

・
と

畜
場

事
業

地
域

開
発

事
業

下
水

道
事

業

観
光

そ
の

他
事

業

計

合
計

※
民

間
等

資
金
の
内
訳
に
つ
い
て
、
市
場
公
募
の
総
額
は
3
4
,
0
0
0
億
円
、
銀
行
等
引
受
の
総
額
は
2
0
,
4
4
6
億
円

四
退

職
手

当
債

総
計

（
1
0
）

脱
炭

素
化

推
進

（
1
1
）

こ
ど

も
・

子
育

て
支

援

工
業

用
水

道
事

業

（
1
）

辺
地

対
策

（
2
）

過
疎

対
策

公
共

用
地

先
行

取
得

等
事

業

行
政

改
革

推
進

調
整

計

二
公

営
企

業
債
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復
旧

・
復
興
事
業

財
　
　
政

融
　
　
資

地
方
公
共

団
　
　
体

金
融
機
構

一
般

会
計

債

公
営

住
宅

建
設

事
業

8
6

2

災
害

復
旧

事
業

1
1

0

2
0

2

1
1

7
4

公
営

企
業

債

水
道

事
業

4
4

0

下
水

道
事

業
1

1
0

5
5

0

1
6

1
2

4

令
和

８
年

度
地
方
債
計
画
資
金
区
分

（
 
東

 
日
 
本

 
大

 
震

 
災

 
分

 
）

（
単
位
：
億
円
）

項
目

合
　
　
計

公
　
　
的
　
　
資
　
　
金

一
般

単
独

事
業

計計

総
計

11



（
単

位
：

億
円

）

計
財

　
　

政

融
　

　
資

地
方

公
共

団
　

　
体

金
融

機
構

１
1
5
,
7
6
5

4
,
2
1
5

3
,
9
1
0

3
0
5

1
1
,
5
5
0

３
1
,
0
9
1

2
9
8

2
7
5

2
3

7
9
3

４
1
,
1
2
8

1
,
1
2
8

1
,
1
2
8

0
0

５
6
,
7
2
6

3
,
9
1
7

3
,
3
6
4

5
5
3

2
,
8
0
9

3
,
1
4
3

1
,
8
8
0

1
,
6
3
4

2
4
6

1
,
2
6
3

3
6
5

1
6
1

7
2

8
9

2
0
4

1
,
9
8
9

1
,
5
3
7

1
,
3
1
9

2
1
8

4
5
2

6
9
2

3
3
9

3
3
9

0
3
5
3

1
5
3

7
7

7
7

0
7
6

5
3
7

0
0

0
5
3
7

６
2
8
,
1
2
7

6
,
9
2
3

7
2
6

6
,
1
9
7

2
1
,
2
0
4

3
,
0
4
5

1
0
3

0
1
0
3

2
,
9
4
2

6
9
0

8
5

0
8
5

6
0
5

8
7
1

2
6
2

1
2
6

1
3
6

6
0
9

3
,
9
2
1

3
9
2

0
3
9
2

3
,
5
2
9

1
,
4
0
0

1
8
6

0
1
8
6

1
,
2
1
4

5
,
0
0
0

2
,
0
0
0

0
2
,
0
0
0

3
,
0
0
0

4
,
5
0
0

1
,
8
2
8

1
0
0

1
,
7
2
8

2
,
6
7
2

4
,
0
0
0

1
,
7
0
7

5
0
0

1
,
2
0
7

2
,
2
9
3

1
,
1
0
0

0
0

0
1
,
1
0
0

9
0
0

1
8
0

0
1
8
0

7
2
0

4
5
0

1
8
0

0
1
8
0

2
7
0

1
,
3
5
0

0
0

0
1
,
3
5
0

9
0
0

0
0

0
9
0
0

７
6
,
7
0
0

6
,
6
9
5

5
,
0
9
6

1
,
5
9
9

5

6
0
0

6
0
0

5
3
1

6
9

0

6
,
1
0
0

6
,
0
9
5

4
,
5
6
5

1
,
5
3
0

5

８
3
4
5

0
0

0
3
4
5

９
7
0
0

0
0

0
7
0
0

1
0

1
0
0

0
0

0
1
0
0

6
0
,
6
8
2

2
3
,
1
7
6

1
4
,
4
9
9

8
,
6
7
7

3
7
,
5
0
6

１
7
,
9
1
6

5
,
6
1
9

3
,
3
1
9

2
,
3
0
0

2
,
2
9
7

２
3
9
8

7
7

0
7
7

3
2
1

３
1
,
6
5
2

3
0
7

8
1

2
2
6

1
,
3
4
5

４
1
7
3

3
3

0
3
3

1
4
0

５
6
3
4

2
0
1

1
8
0

2
1

4
3
3

６
6
,
3
7
8

2
,
7
0
8

1
,
0
2
0

1
,
6
8
8

3
,
6
7
0

７
4
5
6

2
9

0
2
9

4
2
7

８
9
9
1

0
0

0
9
9
1

９
1
5
,
3
7
4

8
,
1
5
4

4
,
4
5
9

3
,
6
9
5

7
,
2
2
0

1
0

1
0
0

4
0

4
9
6

3
4
,
0
7
2

1
7
,
1
3
2

9
,
0
5
9

8
,
0
7
3

1
6
,
9
4
0

9
4
,
7
5
4

4
0
,
3
0
8

2
3
,
5
5
8

1
6
,
7
5
0

5
4
,
4
4
6

三
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

9
4
,
7
5
4

4
0
,
3
0
8

2
3
,
5
5
8

1
6
,
7
5
0

5
4
,
4
4
6

※
民

間
等

資
金

の
内

訳
に

つ
い

て
、

市
場

公
募

の
総

額
は

3
4
,
0
0
0
億

円
、

銀
行

等
引

受
の

総
額

は
2
0
,
4
4
6
億

円

高
等

学
校

教
育

改
革

等
推

進

（
1
2
）

デ
ジ

タ
ル

活
用

推
進

行
政

改
革

推
進

（
1
）

辺
地

対
策

（
2
）

過
疎

対
策

公
共

用
地

先
行

取
得

等
事

業

地
域

開
発

事
業

調
整

計

二
公

営
企

業
債

災
害

復
旧

事
業

（
1
）

一
般

教
育

・
福

祉
施

設
等

整
備

事
業

（
1
）

学
校

教
育

施
設

等

（
2
）

社
会

福
祉

施
設

（
3
）

一
般

廃
棄

物
処

理

（
4
）

一
般

補
助

施
設

等

（
う

ち
農

業
構

造
転

換
集

中
対

策
分

）

（
5
）

施
設

（
一

般
財

源
化

分
）

一
般

単
独

事
業

令
和
８
年

度
地

方
債

計
画

資
金

区
分

（
 
通
 
常
 
収
 
支
 
分
 
と

 
東
 
日
 
本
 
大
 
震
 
災
 
分
 
の
 
合
 
計
 
）

項
目

合
　

　
計

公
　

 
 
的

 
　

 
　

資
 
 
　

　
金

民
間

等

 
資

金
※

一
一

般
会

計
債

公
共

事
業

等

公
営

住
宅

建
設

事
業

（
2
）

地
域

活
性

化

（
3
）

防
災

対
策

（
4
）

地
方

道
路

等

（
5
）

旧
合

併
特

例

（
6
）

緊
急

防
災

・
減

災

（
7
）

公
共

施
設

等
適

正
管

理

（
8
）

緊
急

自
然

災
害

防
止

対
策

（
9
）

緊
急

浚
渫

推
進

辺
地

及
び

過
疎

対
策

事
業

（
1
3
）

（
1
0
）

脱
炭

素
化

推
進

（
1
1
）

こ
ど

も
・

子
育

て
支

援

水
道

事
業

工
業

用
水

道
事

業

交
通

事
業

電
気

事
業

・
ガ

ス
事

業

港
湾

整
備

事
業

病
院

事
業

・
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業

市
場

事
業

・
と

畜
場

事
業

四
退

職
手

当
債

総
計

下
水

道
事

業

観
光

そ
の

他
事

業

計

合
計

臨
時

財
政

対
策

債
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緊急防災・減災事業費及び緊急自然災害防止対策事業費の拡充・延長

○ 自然災害の激甚化・頻発化に対応するため、地方団体が単独事業として実施する防災・減災、国土強靱化の取組
を一層推進できるよう、「緊急防災・減災事業費」及び「緊急自然災害防止対策事業費」について、対象事業を拡充し
た上で、事業期間を令和12年度まで５年間延長

１．緊急防災・減災事業費の対象事業の拡充等

２．緊急自然災害防止対策事業費の対象事業の拡充

３．地方財政措置 地方債充当率100％、交付税措置率70％

［防災コンテナ］

４．事業期間 令和８年度～令和12年度（５年間延長）

５．事業費

緊急防災・減災事業費： 5,000億円 

緊急自然災害防止対策事業費： 4,000億円

［キッチンカー（厨房設備）］

○ 指定避難所における避難者の生活環境改善（厨房設備、入浴設備、洗濯設備、災害対応車等）

○ 指定緊急避難場所における一時的な滞在のための防災東屋等及び防災コンテナの整備

○ 庁舎・消防庁舎における衛星通信システムの整備

※ 指定避難所の（空調整備を伴わない）断熱性確保のための工事（文部科学省の交付金等を活用して空調整備
を行う場合を含む）について令和７年度事業債から対象に追加

※ 拠点避難地、避難路及び緊急消防援助隊の救助活動等拠点施設については対象施設を明確化

○ 橋梁について、災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために実施する以下の事業

・ 橋梁（道路、農道及び林道）の除却

※ 健全性の判定区分が「Ⅲ早期措置段階」又は「Ⅳ緊急措置段階」と診断された橋梁を対象

※ 橋梁の除却に伴う付随する構造物の除却を含む

・ 農道・林道橋梁の改修

13



防災・減災関連の地方債

補助／
単独

地方債の名称 対象事業 地方財政措置 事業期間
令和８年度
事業費

国庫補助
事業

防災・減災・国土強靱化
緊急対策事業債

「第１次国土強靱化実施中
期計画」に基づき推進が
特に必要となる施策に
係る国直轄・補助事業

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：５０％

令和８年度
～

令和１２年度
（R元創設、R３、R８に延長）

11,161億円※

地方単独
事業

緊急防災・減災事業債

地方単独事業として実施
する緊急性が高く、即効性
のある防災・減災対策のた
めの施設整備等

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和８年度
～

令和１２年度
H23創設、

H25・26・29・R３、R８に延長

5,000億円

緊急自然災害
防止対策事業債

地方単独事業として緊急
的に自然災害の防止のた
めに実施する防災インフラ
の整備（道路防災、治山、
砂防、河川等）

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和８年度
～

令和１２年度
（R元創設、R３、R８に延長）

4,000億円

緊急浚渫推進事業債
緊急的に実施する必要が
ある河川等の浚渫
（堆積土砂の撤去等）

充当率：１００％

元利償還金に対する
交付税措置率：７０％

令和７年度
～

令和１１年度

（R２創設、R７に延長）

1,100億円

○ 災害が激甚化・頻発化する中、地方団体が防災・減災、国土強靱化対策に取り組めるよう、地方財政措置。

※ 令和８年度分は令和７年度補正予算で措置 14



「第１次国土強靱化実施中期計画」に基づき推進が特に必要となる施策に係る国直轄・補助事業

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業

○ 「第１次国土強靱化実施中期計画」（令和７年６月６日閣議決定）に基づき推進が特に必要となる施策に係る国

直轄・補助事業（事業期間は令和１２年度まで）

【事業イメージ】

河川の護岸改修 砂防堰堤整備 海岸の護岸整備

国負担

防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債（充当率100％）

一般財源

地方負担

元利償還金の50％を地方交付税措置

※ 第１次国土強靱化実施中期計画の１年目である令和８年度分については、令和７年度補正予算（第１号）を活用することとされており、その地方負担に

ついては、補正予算債(充当率100％ 元利償還金に対する交付税措置率50％)（本省繰越された場合には防災・減災・国土強靱化緊急対策事業債）により措

置することとしている。

対象事業

充当率・元利償還金に対する交付税措置

15



① 大規模災害時の防災・減災対策のために必要な施設整備（非常用電源、避難路、指定避難所の空調・Wi-Fi・バリアフリー整備 など）

② 大規模災害時に迅速に対応するための情報網の構築（防災行政無線のデジタル化、Ｊアラートに係る情報伝達手段の多重化 など）

③ 浸水対策等の観点から移転が必要と位置付けられた公共施設等の移設

④ 消防広域化事業等（広域消防運営計画等に基づき必要となる消防署所等の増改築、消防車両等の整備 など）

⑤ 地域防災計画上に定められた公共施設等の耐震化

※ 令和８年度は、新たに、次の事業を対象事業に追加

指定避難所における避難者の生活環境改善（厨房設備、入浴設備、洗濯設備、災害対応車等）、

指定緊急避難場所における一時的な滞在のための防災東屋等及び防災コンテナの整備、庁舎・消防庁舎における衛星通信システムの整備

※ 特定地域の振興や生活環境の整備のための一部の国庫補助金（離島活性化交付金等）を受けて実施する事業を含む

緊急防災・減災事業

対象事業

○ 東日本大震災等を教訓として全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災、減災のための地方単独事業
（事業期間は令和１２年度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急防災・減災事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

避難階段の整備 防災行政無線のデジタル化 公共施設の耐震化

【事業イメージ】

※事業費 ５,０００億円（令和８年度）

16



〇 災害の発生を予防し、又は災害の拡大を防止するために、地方団体が策定する 「緊急自然災害防止対策事業計画」に

基づき実施する地方単独事業

【対象施設】治山、砂防、地すべり、河川、林地崩壊、急傾斜地崩壊、農業水利防災（安全対策(用水路・ため池の防護柵等)）、

海岸保全、湛水防除、特殊土壌、地盤沈下対策、道路防災（法面・盛土対策、冠水対策、凍上災害の予防・拡大防止

対策等）、港湾・漁港防災、農道・林道防災（橋梁の改修を含む）、都市公園防災、下水道

※ 令和８年度は、新たに、健全性の判定区分が「Ⅲ早期是正段階」又は「Ⅳ緊急措置段階」と診断された橋梁（道路、農道及び林道）につ

 いて、災害の発生予防、拡大防止のために実施する除却を対象に追加

緊急自然災害防止対策事業

対象事業

〇 国の防災・減災、国土強靱化対策と連携して、地方団体が単独で実施する防災インフラの整備事業（事業期間は令和１２年

度まで）

充当率・元利償還金に対する交付税措置

緊急自然災害防止対策事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

【事業イメージ】

小規模河川の護岸改修 山腹斜面の法面対策 ため池の堤体補強工事

※事業費 ４,０００億円（令和８年度）

17



○ 地方団体が、各分野での個別計画（河川維持管理計画等）に緊急的に実施する必要がある箇所として位置付けた河川、
ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等、農業用排水路に係る浚渫（地方単独事業）

※１ 河川は、一級河川、二級河川、準用河川、普通河川が対象

※２ 浚渫には、土砂等の除去・処分、樹木伐採等を含む

※３ 河川、ダム、砂防、治山、防災重点農業用ため池等、農業用排水路に係る浚渫について、国土交通省等より対策の優先順位に係る基準を地
方団体に対して示した上で、各地方団体において各分野の個別計画に緊急的に実施する箇所を位置付け

※４ 防災重点農業用ため池等とは、農業用ため池及び土地改良施設のうち貯水能力を有する施設（クリーク及び農業用ダム等）を指す

対象事業 ※事業費 １,１００億円（令和８年度）

（浚渫前） （浚渫後）

緊急浚渫推進事業債（充当率100％）

元利償還金の70％を地方交付税措置 一般財源

充当率・元利償還金に対する交付税措置

【事業イメージ（河川の浚渫）】

○ 河川氾濫などの浸水被害の防止等のため、地方団体が単独で実施する浚渫事業（事業期間は令和１１年度まで）

緊急浚渫推進事業

18



防災・減災対策等に活用可能な地方債の事例について

① 防災減災に関する地方債の活用事例
「自治体施設・インフラの老朽化対策・防災対策のための地方債活用の手引き」

https://www.soumu.go.jp/iken/koushinhiyou.html

・防災拠点等となる施設の耐震改修事業への緊急防災・減災事業債の活用例
・河川の護岸整備、道路の法面防護対策等への緊急自然災害防止対策事業債の活用例

防災・減災対策、公共施設の脱炭素化に係る具体的な対策を検討するに当たって、事例集を作
成しています。これらも参考に、防災・減災対策や、公共施設等の脱炭素化をより一層推進してい
ただきますよう、お願いします。

② 緊急浚渫推進事業債活用事例
「緊急浚渫推進事業債活用事例」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/c-zaisei/chihosai/kinkyushunsetsu.html

・全国の河川・ダム・砂防における土砂撤去や樹木伐採に活用した事例

③ 公共施設等の脱炭素化の先行事例
「公共施設等の脱炭素化の先行事例」

https://www.soumu.go.jp/main_content/001003275.pdf

・令和5年度に創設した脱炭素化推進事業債の活用の参考として、公共施設等の脱炭素化の先行事例
（地方債を活用していない事例も含みます。）
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デジタル活用推進事業債の対象拡充について

○ 担い手不足が急速に深刻化するおそれがある中、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に
向けた取組をしていくため、令和７年度にデジタル活用推進事業債を創設 （地方財政法の特例）。

○ 昨今の複雑化・巧妙化するサイバー攻撃により、地方公共団体が保有
するシステムに深刻かつ致命的な被害を生じさせるリスクが一層高まっ
ており、従来の境界型防御に加えて、より高度なセキュリティ対策を実施
する必要。

○ そのため、各地方公共団体におけるサイバーセキュリティ対策の強化
に必要なシステム（業務端末・システムへの不正アクセスを常時監視する
システム）の整備を対象事業に追加。

１ 制度概要

２ 対象事業の拡充

【事業期間】 令和７年度～令和１１年度（５年間）

【対象事業】 ・ 行政運営の効率化・住民の利便性向上を図る自治体ＤＸ

・ 地域の課題解決を図る地域社会ＤＸ

の推進のためのシステム・情報通信機器の整備
元利償還金の50％を
地方交付税措置

デジタル活用推進事業債（充当率90％）

事業費

【事 業 費】 令和８年度： １，５００億円

 （令和７年度： １，０００億円）

常時監視境界型防御 ＋

高度なセキュリティ対策

（追加）

（追加） 20



デジタル活用推進事業

○ 担い手不足が急速に深刻化するおそれがある中、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に

向けた取組をしていくため、「デジタル活用推進事業費」について、対象事業及び事業費を拡充

(１) 行政運営の効率化・住民の利便性向上を図る自治体ＤＸの推進

① システムの導入（初期経費）
ア 住民サービスの提供に必要なシステムの導入
イ 共同調達によるシステムの導入
ウ 【新】サイバーセキュリティ対策の強化に必要なシステムの導入

（業務端末・システムへの不正アクセスを常時監視するシステム）

② 情報通信機器等の整備

ア 住民利用の情報通信機器、住民サービスの提供に必要な職員利用の情報通
信機器の購入

イ 公共施設のネットワーク環境の整備

(２） 地域の課題解決を図る地域社会ＤＸの推進

地方団体及び公共的団体等による地域の課題解決に資するシステムの導

入及び情報通信機器等の整備

 （地域の課題解決）
・ 医療、交通等日常生活に不可欠なサービスの確保
・ 農林水産業、観光など地域産業の生産性向上 等

（書かない窓口）

（オンライン診療）

（オンライン申請）

（インフラ点検用ドローン）

（スマート農業）

デジタル活用推進計画 (デジタル活用による効率化の効果等を記載)に位置づけて実施する以下の事業１．対象事業

２．地方財政措置 デジタル活用推進事業債
充当率：90％
交付税措置率（地方単独事業）：50％

３．事業期間 令和11年度までの５年間

４．事業費 令和８年度：1,500億円（令和７年度：1,000億円）
※国庫補助事業の地方負担や一部の地方単独事業を除く

（水道スマートメーター）

※公営企業が実施する事業については、一般会計からの負担又は助成を対象とするほか、公営企業債（資金手当）も発行可能とする

※地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化のために必要な経費を除く
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令和８年度地方債資金のポイント（公的資金の確保）

公的資金の確保

○ 国として特に推進する政策課題及び市町村の資金要望に対応するため、以下の事業における公的資金を重点的に確保。

令和７年度 令和８年度
計画額 うち公的資金 計画額 うち公的資金

90,903億円 38,761億円(42.6%) 94,738億円 40,292億円(42.5%)

○ 令和８年度地方債計画における公的資金については、令和７年度と同程度の割合を確保。
【通常収支分】

財政融資資金の償還期限延長
○ 過疎対策事業のうち、保育所、児童館、認定こども園、高齢者保健福祉施設、障害者（児）福祉施設、市町村保健センター
及びこども家庭センターの整備について、償還期限（現行は１２年以内（据置期間３年以内））を以下のとおり延長することと
している。
① 利率見直し方式について、２５年以内（うち据置期間３年以内）。
② 固定金利方式について、公共施設マネジメント特別分に限り、２５年以内（うち据置期間３年以内）。

区分
令和８年度

計画額 うち財融資金 うち機構資金

水道事業 7,912億円
(＋573億円)

3,315億円
(＋204億円)

2,300億円
(＋167億円)

下水道事業 15,373億円
(＋1,455億円)

4,458億円
(＋350億円)

3,695億円
(＋350億円)

病院事業・介護サービス事業 6,378億円
(＋380億円)

1,020億円
(＋28億円)

1,688億円
(＋101億円)

一般廃棄物処理事業 1,989億円
(＋386億円)

1,319億円
(＋208億円)

218億円
(＋42億円)

学校教育施設等整備事業 3,143億円
(＋473億円) 

1,634億円
(＋166億円)

246億円
(＋37億円)

※（ ）書きは対前年度比
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76,000 76,900 

56,000 
47,200 

38,500 
32,800 32,400 

39,340 43,390 
37,310 38,870 36,810 34,530 32,690 28,335 28,680 28,102 29,527 29,346 

36,847 
26,264 24,238 23,258 22,699 23,558 

19,000 17,800 

16,140 

15,330 

14,060 

13,500 

2,100 

11,230 

18,330 
21,590 

18,930 
21,740 21,720 

20,500 19,710 
18,160 18,117 17,799 18,393 18,225 

21,826 

17,464 
16,419 16,157 16,077 16,750 

19,400 24,000 

31,600 

33,000 

35,000 

34,000 34,000 

36,700 

43,000 

42,000 
44,400 44,400 

42,600 
40,000 

36,900 38,200 38,200 
39,400 38,500 

44,700 

36,600 
34,100 33,100 32,600 34,000 

50,839 

66,145 

71,103 

59,836 

51,906 

44,808 45,046 

47,474 

50,996 

39,100 
35,291 

33,948 

32,197 

29,664 
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初めて市場公募資金が最も高い
割合を占める（30.6%）初めて民間等資金の割合（58.8%）

が公的資金の割合（41.2%）を上回る

共同発行市場公募地方債の発行開始

公的資金 民間等資金
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公的資金の縮減に関する規定

●簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）

（公営企業金融公庫の在り方）

第七条 公営企業金融公庫は、平成二十年度において、廃止するものとし、地方公共団体のための資金調達を公営企

業金融公庫により行う仕組みは、資本市場からの資金調達その他金融取引を活用して行う仕組みに移行させるもの

とする。

（財政融資資金特別会計に係る見直し）

第三十八条 財政融資資金特別会計においてその運用に関する歳入歳出を経理される財政融資資金については、その

規模を将来において適切に縮減されたものとするため、同特別会計の負担において発行される公債の発行額を着実

に縮減するとともに、その償還の計画を作成するものとする。

２ 財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けについては、第七条第一項の移行の状況を見極めつつ、段階的に縮

減するものとする。

●地方公共団体金融機構法（平成19年法律第64号）

（業務の重点化等）

第三十条 公営企業に係る機構の業務のうち第二十八条第一項第二号ヘの政令で定める事業に係るものについては、

機構の業務が地方公共団体による資本市場からの資金調達を効率的かつ効果的に補完するものであることにかんが

み、地方公共団体による資本市場からの長期かつ低利の資金の調達状況等を勘案し、機構の業務の重点化を図る観

点から、段階的な縮減を図るものとする。

２ 機構は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成十八年法律第四十七号）第三

十八条第二項の規定による財政融資資金の地方公共団体に対する貸付けの縮減に併せて、その地方債の資金の貸付

け及び地方債の応募について段階的に適切な縮減を図るものとする。

３ 前項の規定は、内外の金融秩序の混乱、経済事情の変動等により地方公共団体の財源が不足する場合において地

方公共団体が当該不足額をうめるために起こす地方債については、適用しない。
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合計 6.4兆円程度（⑦ 6.4兆円程度）

全国型市場公募地方債  6.3兆円程度（⑦ 6.4兆円程度）

10年債  3.2兆円程度（⑦ 3.2兆円程度）

共同発行分  1.2兆円程度（⑦  1.2兆円程度） 

個別発行分  2.0兆円程度（⑦  2.0兆円程度）

中期債（5年債等）  1.1兆円程度（⑦  1.0兆円程度）

超長期債（20年債、30年債等）  0.1兆円程度（⑦ 0.2兆円程度）

フレックス分  1.8兆円程度（⑦ 1.9兆円程度）

住民参加型市場公募地方債 253億円程度（⑦ 225億円程度）

令和８年度市場公募地方債について

〈参考〉市場公募地方債の地方債計画（当初）計上額推移

【令和８年度市場公募地方債発行予定額（借換分を含む）】

（単位：兆円）

H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

市場公募地方債計画額 3.8 3.8 3.9 3.9 4.5 3.7 3.4 3.3 3.3 3.4

地方債計画総額に占める割合 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 32.8％ 35.9％ 35.9% 35.9% 35.9% 35.9%

（注1）上記数値は、表示数値未満を四捨五入したものであるので、合計と一致しない場合がある。

（注2）上記の発行予定額は変更される可能性がある。

（注3）共同発行分には、共同発行分（グリーンボンド）での発行を予定している額を含む。

 （注4）フレックス分には、償還年限未定分を計上している。
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国債と地方債（共同債）の金利の推移

※ 国債金利（10年）は、共同債条件決定時の参照金利。

▲ 0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

国債金利（10年） 地方債（共同債・10年）の発行利率

（年度）

（％）

2026年1月発行の共同債の利率  2.248％
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出所：地方債協会 ※ 外債を除く。

全国型市場公募地方債の償還年限別発行割合の推移

（年度）
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地方債の総合的な管理について（通知）

平成21年４月14日付け総財地第115号

令和３年３月26日最終改正

１．地方債の発行について

（４）発行年限の設定

債券の需給動向、投資家のニーズ等を踏まえつつ、コスト、借換え時の金利上昇リスク、
将来の償還額、借換額等も総合的に勘案の上、適切な発行年限及び発行額の設定に努めら
れたいこと。また、年限構成についても適切な組み合わせとなるよう留意されたいこと。

（７）発行時期の平準化

流動性の向上、投資家ニーズへの対応、一時的な需給の歪みの回避等の観点から、各団
体における年間を通じた資金需要の動向を勘案しつつ、可能な限り、年間を通じた市場公
募地方債等の平準発行に努められたいこと。
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○ 地方団体の安定的な資金調達のため、引き続き令和８年度においても、共同発行方式で
グリーンボンド（グリーン共同債）を発行する。

（参考）令和７年度グリーン共同債発行概要（予定）

○ 参加団体数 ４３団体

○ 発行予定額 １，２００億円程度

○ 発行年限・時期 １０年債を令和７年９月、１２月、令和８年３月に発行予定

○ 発行団体数、発行予定額ともに、概ね令和７年度と同程度となる見通し。

○ 令和８年度のグリーン共同債の円滑な発行に向け、参加団体におかれては、今後発行に
際して充当候補事業の選定等の事務にご協力願いたい。

＜参考＞ グリーン共同債を充当可能な事業類型の例

【省エネルギーに関する事業】

公共施設等への省エネ性能の高い機器等導入（照明・信号機等のLED化、昇降機の整備、空調設備の整備）

【汚染の防止と管理に関する事業】

下水道施設の整備（汚水処理施設の整備、管渠の整備、広域化のための改修）

【気候変動に対する適応に関する事業】

河川護岸、洪水調整施設、砂防施設、治山施設等の整備

グリーン共同発行市場公募地方債（グリーン共同債）について
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地方債のデジタル証券方式での発行について

【提案事項】

券面を発行しない方法による地方債（デジタル債）を発行可能とすること

【求める措置の具体的内容】

振替地方債以外の券面不発行の地方債の発行に係る規定を整備すること。

＜令和７年地方分権改革に関する提案募集＞

東京都からの提案内容

令和７年の地方からの提案等に関する対応方針について（令和７年12月23日閣議決定）

地方債については、デジタル証券の発行を念頭に、社債、株式等の振替に関する法
律（平13法75）の規定の適用を受ける地方債以外にも、券面を発行しない方式による
発行を可能とする。

※ 今後、必要な法改正を行う予定。
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ふるさと融資制度の改正について（地域総合整備資金貸付事業）

① 融資限度額の引き上げ
近年の資材価格高騰等を踏まえ、通常の地域における融資限度額について、都道府県・指定都市は100億円、その他市町村は25億

円に引き上げることとする。あわせて、融資限度額の特例が適用される場合においても、以下のとおり引き上げることとする。

② 償還期間の延長
協調融資先である民間金融機関の償還期間との関係において、地方自治体がふるさと融資の償還期間を20年超とすることを希望する場

合、ふるさと財団の総合的な調査・検討において妥当性を確認した上で、対象施設の耐用年数の範囲内において、20年超の償還期間を
認めることとする。（償還期間の上限は30年以内）

③ 貸付対象となる事業実施期間の延長
工期が複数年度にわたる場合における貸付対象となる事業期間について、現行の４年以内から５年以内に延長することとする。

④ 特定被災地方公共団体における貸付額の特例の延長
令和７年度末を期限としている融資比率・融資限度額の特例について、福島県及び福島県内市町村については、第３期復興・創生期

間である令和12年度までの５年間延長することとする。また、岩手県、宮城県の継続事業に対しては、経過措置を設けることとする。

ふるさと融資制度(※)について、近年の資材価格の高騰等を踏まえ、令和８年度より、融資限度額の引き上げや償還期間の延長を行うこととす
る。制度改正の詳細は以下のとおり。（令和８年４月に地域総合整備資金貸付要綱を改正予定）
(※)地方公共団体が、民間金融機関等と共同し、地域振興に資する民間事業活動を支援するために、設備投資に係る無利子資金の貸付を行う制度

通常の地域
過疎地域
離島地域

特別豪雪地帯

定住自立圏・連携中枢都市圏
特定被災地方公共団体
脱炭素に係る事業

現行 R8融資限度額 現行 R8融資限度額 現行 R8融資限度額

都道府県
指定都市 80 100 96 120 120 150

その他市町村 20 25 24 30 30 38

(単位：億円)
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各発売団体における宝くじ販売促進の取組例

① 臨時販売など販売方法の工夫
イベントなどにおける臨時販売を実施。

※ 全国自治宝くじ事務協議会における調査結果を踏まえ、総務省作成。

例： 知事自ら手売りで臨時販売 

首長定例会見での広報 

イベントでの広報 （祭り、スポーツ会場等）

成人式における宝くじＣＭ放映

② メディア等を活用した広報
行政刊行物やSNS等の媒体を活用した広報に加え、地元メディア等との連携による広報を実施。
例：  県公式アプリでの広告掲載 

県公式Youtubeチャンネルへ作成動画を投稿 

公共交通機関（電車内や駅など）における広告掲載 

 地元ラジオ番組での広報 

 県内コンビニでのチラシ設置 

地元企業向けメールマガジンでの情報発信 

③ イベント等での広報
首長定例会見や域内イベント等の場を活用した広報を実施。

例： イベント臨時販売 （祭り、スポーツ会場等）

県内市町村各地での臨時売場の設置
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